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ナチス 「安楽死」計画への道程
－ 法史的 ・思想史的一考察 －

佐野 誠

(法 学)

Der Weg zur  "Euthanasieaktion" der NSDAP

— Eine rechts- und geistesgeschichtliche Betrachtung —

Makoto SANO

Rechtswissenschaft

Abstract: In der folgenden Arbeit handelt es sich um eine Betrachtung der "Euthanasieaktion"der 

NSDAP und ihrer rechts- und geistesgeschichtlichen Hintergründe. Euthanasie leitet sich von 

dem griechischen Begriff euthanatos, d.h. dem schönen Tod her. Die NSDAP verstand jedoch 

unter "Euthanasie" die "Vernichtung lebensunwerten Lebens". Im Namen des "Gnadentodes" 

haben Hitler und seine Helfer in den Jahren 1939-1945 die schwer beeinträchtigten 

Geisteskranken und die behinderten Kinder getötet. Insgesamt 125, 000 Menschen sind durch 

die "Euthanasieaktion" ermordet worden, darunter 100,000 Bewohner von Heil- und 

Pflegeanstalten, 20,000 Anstaltsinsassen in den besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion 

und 5, 000 behinderte Kinder. 

In der vorliegenden Abhandlung wird versucht, das Wesen der "Euthanasieaktion"und den 

Einfluß der Rassenhygiene, der Erblichkeitslehre und der Wirtschaftskrise nach dem ersten 

Weltkrieg auf die "Euthanasieaktion"zu erklären.

Key words: Euthanasie, "Vernichtung lebensunwerten Lebens", Rassenhygiene, 

Erblichkeitslehre, Nationalsozialismus, "Aktion T4", Kanzlei des Führers, 

Reichsjustizministerium
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はじめに

 最近、欧米 はもとより、わが国においても 「法と医療」の接点をめぐる諸問題が噴出 してい

る。先端医療の分野では脳死、臓器移植、人工授精、遺伝子操作、クローン等をめ ぐる問題が

それである。また医学 ・医療の進歩に伴い、医師と患者の関係 も従来のパターナリスティック

な関係か ら患者の自己決定権を尊重する方向に変化 しつつある。このような医療を取 り巻 く環

境の急激な変化を踏まえて、わが国の法学界で も、ここ数年来、「法 と医療」をめ ぐる問題をテー

マとする研究が次々に発表 されている1)。しか しそれらの多 くは現代の 「法と医療」をめ ぐる問

題に集中し、これ らの問題を歴史的 ・思想史的に位置づける作業は必ず しも十分にはなされて

こなかった。たとえば、最近の研究テーマとして注目されている患者の自己決定権の法的位置

づけの問題、脳死や臓器移植の法制化の問題、安楽死や尊厳死の法的許容の問題、そ して人工

妊娠中絶の法的是非をめぐる問題も現代的視角からのみ取 り上げ られ、それらを歴史のなかで

いかに位置づけ、いかに評価するのかについては十分に考察されてはこなかった。またそのよ

うな作業がなされうるとしても、過去の医師のパターナリスティックな態度を断罪するに急な

あまり、客観的な歴史的評価が不十分なままに終わることが多かった。さらに現代の医事法研

究の多 くが実定法学研究者 を中心になされたことも歴史的 ・思想史的省察を稀薄にしてきたこ

との一因となっている。そうであれば、基礎法学研究者、とりわけ歴史分野を対象 とする法制史

a



浜松医科大学紀 要 一般教 育 第12号(1998)

ないし法思想史研究者から、昨今話題になっている医療問題を歴史的 ・思想史的に捉え直 し、そ

こから歴史的教訓を引 き出すことも有益であろう。

 本稿は、医療問題のなかで もとくに ドイツ ・ナチスの安楽死計画を法史的 ・思想史的視角か

ら取 り上げ、検証 しようとするものである。ナチスの安楽死計画を取 り上げるのは、なにより

もまずこの計画に見 られる今日的意義である。ナチスの安楽死計画は、わが国の安楽死反対論

者の反対理由のiつ となっているにもかかわらず、法史的視角か ら論 じられることは少なかっ

た。医事法研究者や刑法学者らの先駆的な研究はあるが2>、そのあとに続 く者が少なかったとい

うのが現状である。この計画は総統ア ドルフ ・ヒ トラー主導下で、法的規制なしに秘密裏に行

われたものであるが、この計画に加担した総統官房の行政官や精神科医お よび民族遺伝学者の

間では、安楽死問題 と関連 させて自己決定権、遺伝子研究、断種、人工妊娠中絶、医療上の経

済効率という今 日にも通 じる問題が法学的および医学的視点から論議の的 となっていたのであ

る。安楽死計画の法史的経過、およびその背後にあるこれ らの諸問題 を検討 してはじめてナチ

ス安楽死計画の本質が解明で き、ひいては現代の医療上の争点 となっている安楽死 ・尊厳死問

題を考える手がか りが得 られると思われるのである。

 本稿の内容は、以下のとお りである。1.ナ チスの 「安楽死」計画の事実の概要について、II.

ナチスの 「安楽死」計画の前史について、皿.ナ チスの 「安楽死法」が成立 しなかった経過、と

くにr安 楽死」法をめ ぐっての司法省 と総統官房 との確執 についてである。そ して最後にわが

国の安楽死事件や判決との思想史的関連性 にも触れなが ら、まとめとしてお きたい。

エ.ナ チスの 「安 楽死」計画(1939年 ～1945年)の 事実 の概 要 について

 安楽死は元来、ギリシア語のエウタナ トス、すなわち 「よき死」を意味する言葉で、決 して

近代 ・現代に特有のものではない。しかし、近代の安楽死問題は、少な くとも19世 紀末から20

世紀にかけての科学の振興 とそれに伴う医療技術(=延 命技術)の 進展、お よび資本主義の発

展 と停滞に基づ く資源の再配分の問題 との関わりのなかから出てきたものである。安楽死の類

型については ドイツの刑法学者カール ・エンギッシュによって提起され、わが国でも繰 り返 し

紹介 されている3)。ここではそれ以後の論議 をも踏まえて、以下の3つ に分類 しておこう。まず

第1は 、点滴や輸血 などの延命治療を打ち切ることで生命 を短縮 させ る 「消極的安楽死」、第2

はモルヒネなどの麻薬性鎮痛薬を投与 した結果、副作用 として生命の短縮 をきたす 「間接的安

楽死J、そ して第3は 死苦か らの解放のために致死量の薬物 を飲ませた り、注射 したりして患者

の生命を直接断つ 「積極的安楽死」である。

 ナチスの安楽死は、この類型か らすれば 「積極的安楽死」に近いものがあるが、その本質は

「安楽死」 とい う仮面をつけた殺人にほかならず、「非任意の安楽死」とか 「生きるに値 しない
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生命の根絶」などと呼ばれている4>。1939年から1945年 にかけて、ほぼ12万5千 人の人たちが

安楽死の名の もとに殺害された。その内訳 は、10万人の治療 一養護施設の収容者、2万 人のポー

ラン ド・ソ連の ドイツ占領地域の施設収容者、5千 人の障害をもつ子供たちである5)。きっかけ

は1938年 末あるいは1939年 初めにライプツィヒ大学の子供病院にいる奇形で盲目の子供の殺害

に対する父親の申 し出か ら始 まる。この申し出はベルリーンの総統官房 を通 してヒトラーのも

とに届けられたものである6)。総統官房 とは、ヒトラーの私的な案件や彼個人に宛てられた陳情

や申請の処理のために設けられた党の役職で、国家機関に属するものではない。任意に組織や

職務を作 り出すことが可能であったため、ヒトラーの 「限定なき組織力の所産」とされている7>。

 この総統官房か ら連絡を受けたヒトラーは、さっそ く彼の主治医カール ・プラントをライプ

ツィヒに派遣 した。父親の申し出を裏づけ、裏づけが取られる場合には、医師団にヒトラーの

名において安楽死を認めるためである。現場は混乱が予想 されたが、プラン トは、ヒトラーの

命令 を強調することによって、現場の混乱を防 ぐことがで きた。言い換えれば、プラントは、こ

の子供の 「殺害」に対 して、法的手続きの不要性 を医師団に訴え、医師団を免責する権限を与

えられたのである。

 当該子供の安楽死は認められ、おそくとも1939年 の春頃までに、プラントと総統官房の帝国

指導者フィリップ ・ブーラーに、同 じような案件では、同 じような取 り扱いを行う権限がヒ ト

ラーによって 「口頭で」与えられることになる。これがナチスの組織的な、かつ非公式の安楽

死計画の端緒 となったものである。ヒトラーは同年の夏に、このような子供の安楽死を、成人

の精神病患者、「価値の低い者」(Minderwertiger)、「栄養を取 って も無駄な者 」(nutzloser Esser)

にまで拡大 しようとする。これはそれ以後展開される第2次 世界大戦の遂行を円滑にするため

に打 ち出された もので、具体的には病院の経費の節減、医師や介護人の人員確保といった経済

効率の観点がその 目的の中心 となっていた。そして、このヒ トラーの意図 を汲んだ、ブーラー

とプラン トは、障害をもつ子供 に限らず、治療一養護施設の精神病患者 にまで安楽死を拡大 し

てゆ くのである8)。その際、彼 らに必要なものは、このような安楽死計画の文書による裏づけで

あった。裏づ けがなければ、彼らの立場を第三者に弁明で きないか らである。

 ブーラーは当初、安楽死のための公的な組織を形成 し、帝国内務省が計画に関与すべ きこと

を主張 した。しか し、ヒ トラーは、帝国内務省を始め とする国家機関や官庁が安楽死計画に賛

同する可能性が少ないことを見て取 り、秘密裏に計画を遂行することを望んだのである。但 し、

命令の裏づけについては、1939年 の10月 末頃に、ヒトラーは次のような文書を私用の便箋に記

し、「官職名なし」の署名を したのである。

 「帝国指導者ブーラーならびに医学博士プラントには、人間の判断か らすれば治癒の見込みの

ない患者に、その病状のもっとも厳格な鑑定をしたうえで恩寵の死(Gnadentod)を 与える権限

を、特別 に指名 された医師にまで拡大する責任が委ねられる。 A・ ヒトラー」9>。
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 署名の日付は、第2次 世界大戦が開始された1939年9月1日 にさかのぼっている。これは、

戦争という 「例外状況」 においてこそ、精神障害者や社会的弱者の安楽死が容易に遂行できる

と考えたヒトラーの持論を実行に移すためである。 ヒトラーはすでに1935年 に、「生 きるに値

しない生命の根絶」に対 して当時存在 していた教会側の抵抗が、戦争 とい う混乱のなかでは弱

まると考えてお り、安楽死の実行時期をうかがっていたのであるlo)。

 いずれにせ よ、ブーラーとプラン トは安楽死に関する全権を 「文書」によって委任 されたわ

けである。このたった一枚の文書が、その後の安禁死を正当化するきわめて大 きな役割を果た

すことになる。ヒトラーが このような安楽死の命令を秘密裏にしかも非公式の文書で行ったの

は、国内や国外からの反発、とくに以前から強かった教会関係者からの反発を恐れたためであ

る11)。安楽死計画がアクツィオンT4(=T4作 戦)や アクツィオン14f�3(=14fl3作 戦)な ど

と呼ばれたのも安楽死計画をカムフラージュするためにほかならない。「アクッィオンT4」 は、

安楽死計画の中央機関がベルリンーシャロッテンブルクのティアガルテン通 り4番 地にあった

ことからその名がつけられた。またアクツィオンT4の 一環ない し延長 として、強制収容所で行

われた安楽死作戦が 「アクツィオン14fl3」で、14f13は強制収容所所長の書類符号である12)。ち

なみに、現在のベルリーンフィルハーモニーの建物のある場所がティアガルテン通 り4番 地に

あたる13)。

 T4作 戦の実行組織や手続 きについては、すでにわが国でも紹介されているので14)、ここでは

本稿のテーマに関する限 りでのみ述べておこう。まず 「安楽死」対象者の把握 と選択のために、

「帝国事業共同体 ・治療一養護施設」(Reichsarbeitsgemeinschaft Heil-und Pflegeanstalten:以下 「事

業共同体」)が 設立された。 これには総統官房の第2部 局 と、ヴュルツブルク大学精神科教授

ヴェルナー ・ハイデを委員長 とする30人 ほどの鑑定人委員会が関与 した。対象者の把握および

移送のためには、治療一養護施設を管轄する内務省第4部 局の協力がどうしても必要であった

ので、内務省第4部 局で保健衛生を担当するヘルベル ト・リンデンが、「事業共同体」の秘密の

協力者に指名された。上司はレオナル ド・コンティであ り、コンティを通 してリンデンに命令

が下された。内務省第4部 局は、T4作 戦に関与する唯一の国家官庁であ り、このリンデンに対

する命令は、内務省の他の部局においてさえ秘密にされたほどであるIS)。

 内務省第4部 局 、すなわちリンデンの職務は、「経済計画上の把握の必要性」という口実で、

各地の治療一養護施設長 に入院患者の個人データに関する調査用紙を送 り、期間内に返送 され

た用紙を 「事業共同体」に送 り返すことを内容 とする。精神障害や遺伝性疾患、あるいは老人

性の痴呆など、不治の病 に苦 しんでいる患者すべてにこの調査用紙は適用 され、病状や労働能

力に応 じて 「安楽死」(=殺 害)を 施すかどうかの鑑定が鑑定人委員会でなされたのである。こ

の 「鑑定」に基づ き、安楽死施設 に当該患者を移送するための移送 リス トが 「事業共同体」に

よって作成 された。移送リス トは内務省第4部 局を通 じて、治療一養護施設に伝 えられたが、こ

のリス トの使用 目的については伏せ られたままであった。
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 安 楽死施 設へ の移送 を請 け負 ったの は、偽装組織 であ る 「公益 患者移 送有 限会社」

(Gemeinn�zige Krankentransport-GmbH)で ある。また殺害その ものは、「辺鄙な小都市の町外れ」

にある ドイツの6つ の施設で行われた。すなわち、グラーフェネック、ハダマー、ブランデン

ブルク、ベル ンブルク、ハル トハイム、ゾンネンシュタインの各施設である且6)。殺害はその多

くが一酸化炭素ガスによって行われ、遺体はす ぐに焼却された。

 一方、安楽死施設の経営は、国家当局の査定を免れるために、「施設保護のための公益財団」

(Gemeinn�zige Stiftung f� Anstaltspflege)という偽装組織 によって行われた。資金はナチスの会

計主任によって秘密裏に提供 されたのである。この 「公益財団」は同時に、T4作 戦に関与する

行政官、鑑定医師、殺害医師、「看護入」、運転士、化学者などの雇用者で もあった。彼 らの多

くはナチス党員や親衛隊員であったため、命令には積極的に応 じたが、一部の者は緊急の必要

性か ら雇用 され、死刑の脅迫のもと秘密厳守が義務づけられていたのである17)。

 治療一養護施設から安楽死施設への移送通知は、患者が治療 一養護施設を離れたあと、安楽

死施設の方か ら家族に定型の文書で伝えられた。どの患者の家族 にも 「患者が無事新たな施設

に到着 したこと」「帝国防衛上の理由から施設への訪問を禁 じること」「人手不足か らそれ以上

の情報が与 えられないこと」が通知された。その後ほどなく、患者の家族は患者の死亡通知書

を受け取ることになるのである。その際、患者が病気で死亡 したこと、伝染病対策から遺体は

火葬にされたことが強調され、遣灰の入った骨壷が一方的に家族の もとに送 り届けられたので

ある。戸籍局や家族に伝えられる死因は、ここで も肺炎や腫瘍など殺害 を偽装する病名がつけ

られ、事実は隠蔽され続けた。とはいえ、T4作 戦の手続きを通 して患者の家族に不信をいだか

せる多 くの事例があり、T4作 戦を隠し通すことは現実には不可能であった。たとえば、家族へ

の通知文書の画一性、盲腸切除者の死因が盲腸炎となっているような死亡通知の内容上の誤謬、

同一患者宅への2つ の骨壷の送付などがその事例である18)。

 ともあれ安楽死施設で殺害された犠牲者は、T4作 戦が実行に移された1940年1月 から、事実

を聞き知ったミュンスターの司教ガーレン伯爵の帝国刑法139条 に基づ く告発などで1941年 の

8月 末に 「表面上」中止 されるまで、7万 人に上ったと言われている。ちなみに当時の帝国刑

法139条 には 「生命に対する犯罪をもくろんだことを本当 らしいと知 り、かつ官庁または被害

を受ける者に適時通告 しない者は……刑罰に処せられる」というもので19)、ガーレン伯爵の安

楽死計画の告発は刑法の条文を逆手に取った行動と言ってよいだろう20)。

 もっとも、「中止」以後 もT4作 戦はより狡猜、より野蛮な形で1945年 の終戦 まで続けられた。

たとえば、上で触れた、1941年 の春から1944年 の秋まで強制収容所の病気の囚人を対象 に、選

別と殺害を実行 した 「14f13作戦」、飢餓や過酷労働、医療上の毒薬等を手段 として治療一養護

施設の収容者 を対象に行われた「野蛮な安楽死」、そ して空襲で被害にあった負傷者や被災者を

収容するためのベ ットと敷地の確保のために、治療一養護施設や老人ホームの収容者等を対象

に1943年 に始 まった 「プラン ト作戦」などがそれであるzU。
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 とくにユダヤ人に対 しては、より陰湿な 「安楽死」が実行された。ユダヤ人の場合、治療一

養護施設のなかで も、他の収容者とは区別され、表向 き「安楽死」の対象にはならなかった。ニュ

ルンベルク裁判におけるプラン トの証言によれば、当時の国家指導部が、ユダヤ人に ドイツ人

同様の 「恩恵」(=「 安楽死」)を 施すことを拒否 したからである22)。彼らにとってユダヤ人を

ドイツ人と一緒に収容することは、「人種の恥辱」とさえ思われたのである。しか し、実際には、

1940年 の6月 以降、治療一養護施設のユダヤ人収容者は、かつてのブランデンブルク刑務所へ

と移送され、そこで医師の手により、有毒のガスで殺害されている。また、1940年8月30日 の

内務省の指令によって、各地の施設に散在 していたユダヤ人の精神病患者は、その健康状態に

もかかわらず、い くつかの集合施設に強制的に結集 させ られた。その後、彼 らは ドイツ占領下

のポーラン ド地区等の帝国施設へ、さらには帝国ユダヤ人協会 によって運営 されていたノイ

ヴィー トのベ ンドルフーセイン治療一養護施設へ と移送され、最終的には1942年 の春以降、親

衛隊のアイヒマ ンの指令 によって、ポーランドの絶滅収容所 に送 り込 まれるのである。最後の

患者がそこへ移送されたのは、1942年11月 のことである。彼 らがそこで殺害されたことは多言

を要しない。

 以上のように、T4作戦の延長上にユダヤ人殺害があり、T4作戦の手法がユダヤ人絶滅収容所

に応用されたことは特筆に値 しよう。安楽死計画は、結局のところ、ユ ダヤ人絶滅計画の序章

にほかならなかったのである23)。

皿.ナ チスの 「安楽死 」計画の前 史について

 ナチスの安楽死計画の思想史的 ・歴史的前提 については、様 々に論 じられている。たとえば、

河島幸夫は、それを次のように巧みに図式化 している。

 ダーウィンの進化論(1859年)→ 社会ダーウィニズムe社 会進化論(19世 紀後半一20世 紀

前半)→ 優生学=民 族衛生学 (19世紀末以降)→ ビンディング/ホ ーへ著 『生 きるに値 しない

生命の根絶の許容』(1920年)一 ・「プロイセン断種法案」(1932年)→ 「遺伝病子孫予防法」=

「断種法」と《強制断種》の実行(1933年 一45年)→ ヒ トラーの秘密《安楽死》命令 と《安楽

死作戦》による障害者の大量虐殺(1939-45年)24)

 河島は上図の 「最初から最後までを、完全に接続 した直接の因果関係の連鎖であると解釈す

るのは、正確でないかもしれない」としながらも、「少な くともドイツにおいては、各矢印の前

と後 との問には密接な関係がある」としている25)。筆者 も基本的に河島の見解に賛成である。た

だ河島は総体的にナチスの安楽死計画の前史について記述 しているので一 もっとも、ビンディ
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ングノホーへ著 『生 きるに値 しない生命の根絶の許容』(1920年)に ついてはかな り詳細な検討

が なされている一 、ここでは特定の思想家の安楽死観を引用 しなが ら、もう少 し掘 り下げて

安楽死計画の前史を考察 してみよう。

II-1.ニ ー チ ェ 、 ヴ ェ ーバ ー 、 シ ュ ミ ッ トの 安 楽 死 を め ぐ る発 言

 ドイ ッの 安 楽 死 問題 に つ い て は 、19世 紀 末 か ら医 師 や法 学 者 、あ るい は思 想 家 に よ っ て話 題

と して取 り上 げ られ て い た が 、こ こ で は3名 の 著 名 な 思 想 家 の 安 楽 死 観 の 一端 を年 代 順 に紹 介

し、そ の 背 景 に あ る思想 の 潮 流 を探 って み よ う。そ れ は フ リー ドリ ヒ ・ニ ーチ ェ(18441900)、

マ ッ ク ス ・ヴ ェー バ ー(18641920)、 そ して カ ー ル ・シ ュ ミ ッ ト(1888～1985)の 言 説 で あ る。

 まず 第1は 、1882年 に 出版 され た ニ ー チ ェ 『悦 ば し き知 識 』の 「聖 な る残 忍 」の 項 で あ る。 こ

れ は ナ チ ス の 安 楽 死 計 画 との 関連 で必 ず とい って よい ほ ど引 き合 い に 出 さ れ る箇 所 で あ る 。

 「聖なる残忍一 ある聖者の もとに、生まれたばか りの子供を抱いた一人の男がやって来た。

『この子をどうしたらいいで しょう?』 と彼は尋ねた、『これはみすぼらしくて、不具で、死ぬ

ほどのいのちす らないといったざまです』。『殺すのだ』と聖者は恐ろしい声で叫んだ。『殺 して、

それからお前の記憶に刻まれるようにと三日三晩を自分の腕 に抱いているがいい。そ うすれば

お前は、子を作るべ きときでないのに子供 をつ くるようなことは、二度 と再びしないであろう』。

  これを聞いたその男は、落胆して帰っていった。多 くの人々は、聖者が残忍なことを勧めた

といって、彼を餐めた。とい うのも、聖者が子 を殺すように勧めたからである。『だが、子供を

生かしてお く方が、もっと残忍なことではないか?』 と聖者は言った」26)。

 次 に1917年 の マ ッ クス ・ヴ ェー バ ー の ミ ュ ン ヒェ ンで の 講 演 「職 業 と して の 学 問 」(1919年

出 版)の1節 か ら であ る。 こ れ は第1次 世 界 大 戦 の 敗 戦 が 色 濃 くな った 時 代 に 、 ヴェ ー バ ー が

ミュ ン ヒ ェ ンの 自由学 生 同 盟 の 求 め に応 じて 、 ミュ ン ヒェ ン大 学 の 学 生 を対 象 に行 っ た 講 演 で

あ る 。

 「医学の根本の前提は、通俗的には、たんに生命そのものを保持すること、およびたんに苦痛

そのものをできる限 り軽減することをその使命 とすることであると考えられている。だが、こ

れは問題である。医師は、たとえ重態の患者がむしろ死なせて くれと嘆願 したような場合にも、

またその身寄 りのない人たちが一 彼が生きるに値 しないという理由で一 死によってその苦痛

を取 り去ってやることに同意 したような場合 にも、またたとえば患者が貧乏な気の触れた人で

あって、その身寄 りの人たちがこの生 きるに値 しない病人を助けるために多大の費用を出すわ
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けにはいかない とい う理由で、彼の死を  あからさまにしろ、そうでないにしろ一 欲 しまた

欲 しざるをえなかった場合にも、あらゆる手段をつ くして彼の命を取 り留めようとする。医学

の前提 と刑法がこれらの願いをきくことを禁じるのである。だが、生命が保持に値するかどう

か ということ、またどういう場合にそうであるかということは、医学の問うところではない」27>。

 最後にカール ・シュミットの1933年 に出版 された 『政治的なものの概念』の第3版 から引用

してみよう。これは1932年 に出版 され、現在も市場に出回っている 『政治的なものの概念』の

改訂版で、ナチスが政権 を取ったあと急遽出版 されたいわ くつ きの版である。現在は絶版で、

1932年 版 には 「自殺」や 「安楽死」という言葉はない。

 「経済的に機能する社会は、経済的競争における無力 な者および成功 しなかった者、あるい

はその 『邪魔者』をさえもその進行の外に置き、彼 らを非暴力的、『平和的』方法により無害な

ものに化す る手段を十分にもっている。具体的に言えば、自ら進んで順応 しない場合には、彼

を餓死させ る、そのような手段である。純 『文化的』もしくは 『文明化 された』社会組織にお

いて も、望 ましくない者の増殖を除去 し、不適格者を 『自殺』(Freitod)も しくは 『安楽死』

(Euthanasie)に よって消滅 させるような 『社会的徴候』がないわけではない。しか し、いかなる

綱領も、理想 も、合 目的性 も、他人の肉体的生命 を公的に処分するような権利を基礎づけるこ

とはで きない」28)。

 以下では、これらの発言の意味内容と、それらを取 り巻 く時代潮流について考察する。なお、

それぞれの節の冒頭に 「便宜上」、上で引用 した思想家の言葉を挙げておく。

II-2.ニ ーチ ェの発言 とその時代潮流 (19世 紀末 ～20世 紀初頭)

 「聖 なる残忍一一あ る聖者の もとに、生 まれたばか りの子供 を抱 いた一 人の男がや って来た。『こ

の子 をど うした らいいで しょう?』 と彼 は尋 ねた、『これ はみすぼ ら しくて、不具で 、死ぬ ほどのい

のちす らない といった ざまです』。『殺すの だ」と聖者 は恐 ろ しい声で叫 んだ。『殺 して、それか らお

前 の記憶 に刻 まれる ようにと三 日三晩 を自分の腕 に抱 いてい るがい い。そ うすれば お前 は、子 を作

るべ きと きでないの に子供 をつ くる ようなことは、二度 と再 び しないであろ う』。一 これ を聞いた

その男 は、落胆 して帰 っていった。多 くの人 々は、聖者が残忍 な ことを勧め た とい って、彼を答 め

た。とい うの も、聖者 が子 を殺 すよ うに勧 めたか らであ る。『だが、子供 を生か してお く方が、もっ

と残忍 なこ とではないか?』 と聖者 は言 った」(『悦 ば しき知識』1882年)。

以上で見た三者の言説に共通なことは、時代が異なる とはいえ、「安楽死」については三者と
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も認識 していたという事実である。1882年 、1917年 、1933年 という、それぞれの時点ですでに

「安楽死」が話題 になっていたということがわかる。ニーチェの場合は嬰児殺についてであ り、

これは古代ギ リシアの時代からすでに存在 したことを考えると、ギリシァの古典文献学に精通

していたニーチェが、古代ギリシア関係の諸著作から示唆を得たと考えることもできる。新生

児遺棄 は、古代ギリシアではご く普通のことで、罰せられないばか りか、場合によっては、捨

て去 ることが期待 されてもいた29)。たとえばプラトンは『国家』(第5巻 第9章)の なかで 「劣 っ

た者の子供や……欠陥児が生まれた場合には、これをしかるべ き仕方で秘密の うちに隠し去っ

てしまう」ことを認めていたし30)、アリス トテレスは 『政治学』(第7巻 第16章)の なかで、「生

児を捨てるか育てるかとい うことについて言うと、不具者は育ててはならない という法律が定

め られなければならない」と提言している31)。彼 らは 「理想国家」の建設 という観点から、国

家にとって無用な者、また害をもたらす者に対 しては、遺棄や嬰児殺を肯定 しているのである32)。

この意味で、ニーチェの言説をその後のナチスの安楽死計画 と直接的につなげることには慎重

さを要 しよう。またニーチェの言説を社会 ダーウィニズムや ドイッ優生学の興隆と関連づけて

解釈することにも問題がある。とい うのも、このような新たな学の興隆はニーチェの死後、す

なわち20世 紀に入ってから活発になってゆくからである。

 とはいえ、ニーチェと同時代にすでに、ダーウィンの 『種の起源』(原 書初版1250部 、2版

3000部)は 出回っていたし33)、社会ダーウィニズムもドイツの生物学者エルンス ト・ヘッケル

を通 して市民権を持ちつつあった。一般に、19世紀末から20世 紀にかけての ドイツでは、自然i

淘汰のみならず人為的淘汰一 たとえば、病弱の幼児を殺害 した古代スパルタ人に見られるよ

うな  をも肯定 したヘッケルの 『自然創世史』(1868年)を 出発点に、フランスの思想家ゴビ

ノーの影響 を受けて北方アーリアおよびゲルマン民族優越論 を主張 したH・S・チェンバリンの

『19世紀の基礎』(1899年)、 それ と相前後 してオット・アモンの 『人間における自然淘汰』(1893

年)、 『社会秩序 とその自然的基礎』(1895年)、 アルフレー ト・プレッッ 『民族衛生学の指針』

(1895年)、 ヴィルヘルム・シャルマイヤー 『社会学的 ・政治的意義における遺伝 と淘汰』(1903

年)と いった社会ダーウィニズムに関する多数の著作が公刊 されていた34)。とりわけ、社会ダー

ウィニズムによってイギリスの実験心理学を基礎づけ、1883年 に 「国民優生学」という言葉を

初めて用いたダーウィンの徒弟 フランシス ・ゴル トンの影響 を受けて、大陸では社会人類学派

が形成され、 ドイツからもアモン、シャルマイヤー、プレッツらがこれに属 していた35)。

 ゴル トンの優生学には、常習犯の隔離や精神障害者の生殖の制限も含まれており、1907年 以

降にアメリカ合衆国のいくつかの州で制定された断種法や1924年 の移民排斥法、あるいは禁酒

法の導入などにもその影響が見 られるとされる%)。 ドイッでは、1890年 代からプレッッやシャ

ルマイヤーらによって 「民族衛生学」が基礎づけられてゆくが、これもイギリス優生学の形成

に彼 らが刺激を受けたからにほかならない。とくにプレッッは1904年 に、世界最初の優生学の

専門誌 『民族生物学 ・社会生物学雑誌』を、社会学者A・ ノルデンホルッや動物学者でヘ ッケ
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ルの弟子L・ プラーテらとともに創刊 し、 ドイツ優生学(=民 族衛生学)の 開拓者 として活躍

するのである。この雑誌 は第1次 大戦前までは1200部 程度刷られていたが、1920年 代になると

増刷 し、ナチズム期の1941年 まで存続 した。またこの雑誌の編集スタッフを中心に、1905年 に

は民族衛生学の最初の組織団体である 「ベルリーン民族衛生学協会」が設立された。当初30名

程度の会員数であったが、1914年 には350名 の会員を数えるまでに成長 している。彼 ら民族衛

生学者は、ゴル トンが生物統計学上の調査や家族および双生児の研究 を通 して、人間の肉体的 ・

心理的特徴の遺伝性を検証し、遺伝的資質に人間の創造的能力の意義を見出そうとしたように、

人種や社会階層 と遺伝的資質との因果連関を明確にし、民族衛生学が社会問題 に対する自然科

学的な解決策を提示 しうると考えたのである37)。また医学、とくに精神医学 においても民族衛

生学の進展 と歩調を合わせるかのように、精神疾患の原因や発生に遺伝的資質の重要性が指摘

されてゆくのである。

 上で挙げた以外にも、自然淘汰論を人間に応用 しようとした人物 として、1892年 に民族衛生

学の観点から断種を精神障害者の女性に施 したスイスの精神科医オーギュス ト・フォレル、そ

れに続 き1897年 にドイツで初めて遺伝病の女性の断種手術を卵管切除によって行ったハイデル

ベルク大学の婦人科医エルヴィン ・ケーラー、社会ダーウィニズムに方向づけられた社会体系

を構想 し、醜い人間は結婚 してはならないと説いた農業家アレクサ ンダー ・ティレ、不治の病

人の安楽死 と精神病患者の殺害を同一視 した法律家アドルフ ・ヨス トなどがいる。とくに法律

家のヨス トは、1895年 に出版された 『死への権利』において、不治の肉体の病に悩んでいる者

は 「苦痛なき死」への権利 をもつと主張する一方で、不治の精神病患者の殺害は、たとえ本人

の意思表示がな くとも、医師の判断によって強制的になしうるとしたのである38>。ヨス トは生

命の価値を、一方で人間体験における 「喜び」と 「苦悩」、他方で社会にとって有用かどうかの

尺度から規定 した。いずれにせよ、 ドイッの民族衛生学は当初より、アングロサクソン系の優

生学以上に急進的に安楽死問題を論 じてお り39)、ナチスの安楽死計画の先駆 けとなったことは

間違いないだろう。

皿一3.ヴ ェーバ ーの発言 とその時代潮流 (1910年 代 ～20年 代)

 「医学 の根 本の前提 は、通俗的 には、た んに生命 その もの を保持 す るこ と、お よびたん に苦痛その

もの をで きる限 り軽 減す ることをその使命 とす るこ とであ る と考 え られ ている。だが 、これは問題

であ る。医師 は、た とえ重態の患者がむ しろ死なせて くれ と嘆願 した ような場 合 にも、 またその身

寄 りの ない人た ちが一 彼 が生 きるに値 しない という理由で一 死 に よって その苦 痛 を取 り去 って

やる こ とに同意 した ような場合 に も、またた とえば患者が貧乏 な気 の触 れた人で あって、その 身寄

りの人 たちが この生 きるに値 しない病 人を助 けるために多大の費用 を出す わけにはいか ない という

理由で、彼 の死 を一 あか らさまに しろ、そ うで ないに しろ一 欲 しまた欲 しざるをえ なか った場
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合 に も、あ らゆ る手段 をつ くして彼 の命 を取 り留 めよ うとす る。医学 の前提 と刑法 がこれ らの願 い

を きくこ とを禁 じるのである。だが、生命が保持 に値す るか どうか とい うこと、また どうい う場 合

にそ うで あるか とい うことは、医学 の問 うところではない」(「職業 としての学問」1917年)。

 次にマ ックス ・ヴェーバーの有名な講演 「職業としての学問」についての1節 に移ろう。こ

れは学問の性格 との関連で言及された箇所で、安楽死そのものを論 じたわけではない。よく知

られているように、ヴェーバーは学問の対象を認識主体の価値に関係づけられた 「事実」のみ

とし、正義や価値判断を事実認識から直接的に引き出 しえない と主張 した。この 「事実認識 と

価値判断の峻別」の1つ の事例 として医学の使命がここで挙げ られているのである。医学の使

命は、「ヒポクラテスの誓い」に見られるように⑳)、生命の尊重 を前提 とした上での病の治癒に

限定 され、「患者が生 きるに値するのかどうか」、あるいは 「患者を生かし続ける意味があるの

か どうか」 という 「生命の質」に関 しては医学は何 も語 りえない と彼は考 えるのである。言い

換えれば、患者 に安楽死を施すことができるかどうかは、価値判断の問題であり、自然科学の

問題ではないと言 うのである。このヴェーバーの言葉は、現代の視点からすれば、無責任のそ

しりを免れないか もしれない。しかし、民族衛生学の興隆 とい う当時の社会的背景 を考えれば、

これは決 して無責任な発言ではないのである。

 ヴェーバーは1910年10月 の ドイツ社会学会第1回 大会(フ ランクフル ト)で 、プレッツを講

演者 に招 き、プレッツと 「人種概念と社会概念」をテーマとする討論 を行なっている。このプ

レッツの講演および両者の討論についてはすでに述べたことがあるので41)、ここでは 「生命の

価値」 に関するプ レッツの見解と、それに対するヴェーバーの反論についてのみ言及 しておこ

う。

 プレッッは 「人種概念 と社会概念、およびそれに関する2、3の 問題」と題する講演の最後

の部分で、社会的発展の鈍化や後退の原因を、社会的弱者のための人為的な保護政策や生存闘

争に基づ く自然淘汰の低減に求め、その解決策を探求することが民族衛生学の課題 と見なす。そ

して、彼はこの解決策 について次のように述べる。

 「解決策は2つ の方向でのみ考えられうると思います。第1は 、暫定的な解決策ではあ ります

が、いわゆる自然淘汰を性的淘汰へ と変化させることであ ります。そうすることによって、劣

悪な資質をもつ個人は子供 を生むことも、また彼 らの劣悪な遺伝子 を継承 させることもな くな

るで しょう。第2は 究極的な解決策であ りますが、淘汰一般を人間の組織体の段階から細胞の

段階、とくに生殖細胞の段階へと変化させることであ ります。すなわち、これは[淘 汰の力点

を]… ・我々によってその劣等性が何 らかの方法で観察 され、推論 されてきた無能な生殖細胞

の消滅へ と移すことであります」42>。
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 プレッツは明 らかにここで、断種や安楽死、また遺伝的資質の問題 を念頭に置いて発言をし

ている。若 くして亡 くなった歴史家デー トレフ・ポイカー ト(1950～1990)は 、プレッッの言

う 「人間の組織体の段階から生殖細胞の段階への変化」を、当時はまだユー トピアの域を出な

かった 「遺伝子操作の方法」 と見なし、その危険性を暗示 している43>。現代の遺伝子操作の問

題点の萌芽がここにあると言うのである。これはポイカー トの学的遺言 と言ってもよいだろう。

ともあれ、プレッツの発言 に対するヴェーバーの批判も、学問方法論の観点からではあるが、か

なり厳 しいものがある。彼は次のようにプレッツの思考を批判する。

 「民族生物学者に期待することは・… 特定の個別的な連関の精密な立証であ ります。つまり、

具体的な遺伝的資質が、社会生活の具体的な個別事象にとって有する決定的重要性の立証であ

ります。皆 さん、これは今までなされていない仕事です。生まれたばか りの科学にケチをつけ

ているのではあ りません。事実 として確認 しておかねばならないことなのです。・… こういう

新 しい領域 に手を染める際は夢想家 じみた霊感に導かれるものですが、この霊感に道 を誤 らせ

てはな りません。つまり、この新 しい領域がそれ固有の問題の実質的な限界を踏みはずすよう

なことがあってはならないのです。われわれは今日そうした誤 りを、あらゆる領域で体験 して

お ります」侶〉。

 ヴェーバーの言いたいことは、民族衛生学の方法自体 に、精密性を欠いた曖昧な側面があり、

それを克服 しない限 り、学 としての自立は難 しいということなのである。曖昧な点とは一 こ

こでは一 社会的発展の鈍化や後退の原因を直接的に人間の資質に求め、その解決策を何の根

拠 もなしに、生殖作用へと還元 している点である。この ような社会環境への遺伝的資質や生殖

作用の影響へのプレッツの発言は、自らの主観的見解にす ぎず、プレッツは主観的見解 と学問

的認識を混同しているとヴェーバーには思われたのである。ヴェーバーが言う 「新 しい領域が

それ固有の問題の実質的な限界を踏みはずす」事例のなかには、民族衛生学者や優生学者一般

に見られる、治癒不可能な病人や精神障害者の排斥への主張、あるいは断種の施行 も当然含ま

れる。そのような意味で、ヴェーバーの 「職業 としての学問」での発言 には、医学の限界を語

ることによって、当時勢いを増 しつつあった民族衛生学への批判が込 められているのである。

ヴェーバーによれば、医学者や自然科学者が、「生命の価値」を 「学問」の名において語ること

はできない。それを新興の民族衛生学や優生学がやってしまったところに、問題の本質が存在

するのである。

 以上のようなヴェーバーの危惧は、彼の死後、ヴァイマル共和政期になってより明確な形で

現れる。ここでは関連する3つ の重要な著作を挙げてお こう。第1は 刑法学者カール・ビンディ

ングと精神科医アルフレー ト・ボーへによって書かれた 『生きるに値 しない生命の根絶の許容』

(1920年)、 第2は ドイツの優生学や民族遺伝学の教科書で、ヒ トラーの 『わが闘争』にも影響
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を与えた、人類遺伝学者エルヴィン ・バウアー、オイゲン ・フィッシャー、ブリッツ ・レンツ

共著の 『人類遺伝学と民族衛生学の概説』(1923年 改訂増補版)、 そして第3は ア ドルフ ・ヒト

ラーの 『わが闘争』(1925-27年)で ある。

 これら3つ の著作については、上記の河島を始めとして、わが国でも多 くの研究者によって

紹介されているので、詳細 はそちらに譲る葡)。ここでは、これらの著作の歴史的意義について

触れておこう。

 まず 『生 きるに値 しない生命の根絶の許容』は、治癒木可能な患者の生命 を根絶することが

合法なのかどうかを法的 ・経済的・医療的側面から詳細に検討 した ドイッで最初の著作である。

ビンディングはこの著作の第1部 のなかで、ヨス トを引 き合いに出しながら、「その存続が生命

の保持者にとっても社会にとってもあらゆる価値をことごとく失って しまうほどに、はなはだ

しく法益たる資格 を失った人聞の生命など存在するのか」とい う問を立て、ケースごとに検討

する妬)。その第1の ケースは、不治の癌や肺結核などの疾病者または治癒不可能な瀕死の重傷

者である。これらの人たちが明確な死への意思を表明している場合には生命の根絶、すなわち

殺害を可能とする。第2の ケースは、不治の痴呆者である。この人たちは、生 きる意思 も死へ

の意思 も表明で きないばか りか、彼 らの生命自体が無目的で、家族にとって も社会にとっても

重荷である。それゆえ、患者の家族や後見人が、医師2名 と法律家1名 からなる国家の鑑定委

員会に 「死の許容」を申請 し、認定 されるならば、殺害を可能 とする。第3は 、以上の2つ の

中間領域 にあたるケースで、瀕死の重傷を負った意識のない患者である。この場合には第2の

ケースと同様、殺害を認めるべ しとする。この患者は 「植物状態」に近い ものがあるが、現代

とは異な り、無意識の状態が長 く続 く場合はきわめて少ないとビンディングは見ている。

 著作の第2部 で展開されたホーへの議論も、ビンディングの延長線上にある。とくにホーへ

は、痴呆者を保護することによって、いかに多くの資本が、食料 ・衣料 ・暖房の供給 という名

目で、国民の財から非生産的な目的のために投下されているのかを嘆き、ビンディングの主張

を追認するのである。彼は痴呆者を 「やっかい者」(Ballastexistenzen)と 呼び、経済効率の観点

から安楽死の必要性を説いたのである47)。ともあれ、ビンディングもホーへ も、ドイツの第1

次世界大戦の敗戦による経済的破綻を前提に議論を展開 した点は注意を要 しよう。また痴呆者

や意識のない患者に対 して死への同意 ・承諾を認めない点は、現代的な人権の視点か ら問題視

されえよう。

 結局のところ、この著作は、ヴァイマル期の多数の医師や神学者、牧師層の間では同意を得

られなかったとされる娼〉。また、ナチスのT4作 戦に類似する点は多々あるが、作戦に対する直

接的な影響力は定かでない。1933年 に公表 されたプロイセンの司法大臣ハ ンス ・ケルルの 「ナ

チズムの刑法」と題された刑法改革草案には、「死の需助」の項目があ り、ビンディングとホー

への著作 を参照 した痕跡がた しかに残っている49>。しかしこの改革案が、ナチズム期の法律に

明文化 されることは一度た りともなかったのである。
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 さて第2の 『人類遺伝学と民族衛生学の概説』(1923年 改訂増補版)は50)、 後に 「ナチス優生

学のバイブル」と呼ばれた書物であるSI)。初版は1921年 であるが、1923年 の改訂増補版が ヒト

ラーによって獄中(ラ ンツベルクの要塞)で 読 まれ、1924年 にロ述 された 『わが闘争』に利用

されたと言われる52)。1巻 が 『人間の遺伝性理論』、2巻 が 『人間の淘汰と民族衛生学』となっ

ているが、2巻 はレンツの単著である。出版社はJ.F.レ ーマン出版で、出版者のレーマンはベ

ルリーン民族衛生学協会の会員で、ナチスに近い人物である53)。この著作の趣旨を一言で言っ

て しまえば、人間の行動は遺伝子によって決定づけられ、健常者よりも多 くの子孫を残す傾向

にある劣等な遺伝子保持者を排除することが、民族衛生 にとっての最善の事柄 ということにな

ろうか。とくにレンッは、日の目を見なかった1940年 の安楽死法案を準備する委員会の委員で、

共著者のなかで最 も安楽死に関心 を持ち続けた人物である。

 1923年 にミュンヒェン大学において ドイツで最初の民族衛生学の講座についたレンツは、当

初、無条件で安楽死を認める方向にあったようだが、『人間の淘汰と民族衛生学』の第3版(1931

年)が 出た1930年 前後から安楽死を民族衛生学の本質的な手段 とは考えないようになる。彼は

第1次 大戦後に活発 となった死の帯助、同意による殺害、そして 「生きるに値 しない生命の根

絶」をめぐる議論を引 き合いに出しながら、「安楽死」において最 も重要なことは、人道性の問

題であ り、「憐れみ」の名において ドイツで行われている 「不幸な乳幼児」の養育は、古代スパ

ルタで行われた障害児の遺棄 よりもはるかに非人道的であると言 うのである。一方、民族衛生

学の観点か らすれば、「安楽死」は障害者が 「繁殖」しない限 りで、重要な意味 をもたない。な

ぜならば、断種を行 うことで 「繁殖」の危険性を予防することがで きるからである54)。つまり

レンッの意図するところは、健全な遺伝子を保持するという意味で 「人道的」という言葉を用

い、このような 「人道性」の観点から障害児の誕生を阻止 しようとする点にある。したがって、

彼にとって安楽死は、遺伝性疾患 をもつ子供が誕生する限 りで積極的な意味 をもってくるので

ある。

 この 『人類遺伝学 と民族衛生学の概説』が3番 目に挙げたヒ トラーの 『わが闘争』に影響を

与えたことは、レンッ自身が述べているところである55)。レンツは1904年 にプレッツが創刊 し、

自らも1913年 以来編集者となっている 『民族生物学 ・社会生物学雑誌』に 「民族衛生学に対す

るナチズムの立場」 という論文 を発表 し、その冒頭で 「ナチスこそが、 ドイツばかりか一般的

に見て も、民族衛生学 をその綱領の中心的な要求として代表する最初の政党である」とし56)、ナ

チスを持ち上げるのである。 レンッはこの論文のなかで、『わが闘争』の第2部 第2章 「国家」

における民族衛生学 に関する記述を引用 し、冒頭の彼の言葉を裏づけている。たとえば、次の

箇所である57)。

「ナチズム国家は、人種を一般的な生活の中心に置かねばならない。ナチズム国家は人種の純

粋保持のために配慮 しなければならない」。
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「ただ健全であるものだけが、子供を生むべ きで、自分が病身であ り、欠陥があるにもかかわ

らず子供をつ くることはただ恥辱であ り、む しろ子供 を生むことを断念することが、最高の名

誉である、 ということに留意 しなければならない」。

「国家は何か明らかに病気である者、遺伝的な欠陥のある者、これによってさらに負担が増え

る者に対 しては、生殖不能と宣言 し、そ してこれを実際に実行すべきである」。

「肉 体 的 に も精 神 的 に も不 健 康 で価 値 の ない 者 は、そ の苦 悩 を 自分 の子 供 に伝 えて は な らな い 」

(以上Hltier, Mein Kampf, S.447)。

 これらのヒ トラーの言葉は、人種問題との関連で出てくる言葉であり、アーリア人種優位の

思考 と、「遺伝的な欠陥のある者」に対する抑圧的思考とは表裏一体の関係になっている。しか

し、1920年 のナチスの党綱領ではユダヤ人に対する抑圧条項(4条)は あっても、「遺伝的な欠

陥のある者」に対する対応策については何 も述べられていなかった。『わが闘争』において初め

て、「遺伝的な欠陥のある者」や 「価値の低い者」に対する断種をヒ トラーは奨励 したわけで、

これはレンツ本人の言 うように、ヒ トラーが 『人類遺伝学 と民族衛生学の概説』を読 んだ上で

第2章 を口述 した ということだろう。その意味で、レンツらの著作 とヒトラーの 『わが闘争』は、

直接的 ・間接的に1933年 の断種法およびその後の安楽死計画を準備 し、さらにそれらを推進す

る理論的支柱になったと言いうるのである。また民族衛生学とナチズムの 「蜜月関係」も、『人

類遺伝学と民族衛生学の概説』の出版が1つ の重要なきっかけになったと考えてほぼ間違いな

いだろう。

 そのほか上記の著作以外 にも、アーリアの純血 と健全性 を追求するヴァイマル期 ・民族衛生

学の実際面での適用事例 として、ドイツの敗戦によってもたらされた、フランス占領軍の黒人

男性 とドイツ白人女性 との問に生まれた混血児の問題(い わゆる 「ラインの恥辱」問題)や 、B・

タンツマンが1924年 に計画 した、健全な ドイッ人の若者をポーランド人の多い ドイッ東部地域

に労働力として投入する 「アルタム同盟」の問題 も存在するが、ここでは指摘するだけに止め

ておこう58)。

皿一4.シ ュミ ッ トの発 言 とその時代潮 流(1930年 代)

 「経 済的に機能す る社会 は、経済 的競争 にお ける無力 な者お よび成功 しなか った者、あるいはその

『邪魔者』 をさえ もその進行の外 に置 き、彼 らを非暴 力的、『平和 的』方法 によ り無害 な ものに化す

る手段 を十分 にもっている。具体的に言えば、自ら進 んで順 応 しない場 合には、彼 を餓死 させ る、そ
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の ような手段 である。純 『文化的』 もしくはr文 明化 された』社 会組織 において も、望 ま しくない

者の増殖 を除去 し、不適格者 を 『自殺』(Freitod)も しくは 『安楽死』(Euthanasie)に よって消滅 さ

せ るような 『社 会的徴 候』が ないわけではない。 しか し、いか なる綱領 も、理想 も、合 目的性 も、

他人の肉体 的生命 を公 的に処分するような権利 を基礎づけるこ とはで きない」(r政治的な ものの概念』

1933年 版)。

 ナチスが政権 を掌握 したあとに出版された 『政治的なものの概念』の第3版(1933年)の 問

題性については、現行版 『政治的なものの概念』の第2版(1932年)と の異同を検討 したカー

ル ・レヴィットやハインリヒ・マイアーによる指摘がすでになされている59)。1963年の現行版

に1932年 版を採用 したのは、端的に言えば、第3版 にナチスに迎合 した箇所が多かったからで

ある。安楽死を述べた上記の箇所 も現行版では 「安楽死」という言葉は削除されている。問題

の箇所は1932年 版の現行版では、「純 『文化的』 もしくは 『文明化された』社会組織において

も、望ましくない危険あるいは望 ましくない増殖を排除するための 『社会的兆候』がないわけ

ではない」となっているがeo)、絶版 となった1933版 では上記のように、「不適格者」「自殺」「安

楽死」という言葉が付け加えられて、「純 『文化的』もしくは 『文明化された』社会組織におい

ても、望ましくない者の増殖 を除去 し、不適格者(Ungeeignete)を 『自殺』(Freitod)も しくは

『安楽死』(Euthanasie)に よって消滅させるような 『社会的徴候』がないわけではない」となる

のである61)。

 それでは、この箇所はナチスに迎合する発言であったのだろうか。一見すると、シュミッ ト

は安楽死に反対 し、ナチスに迎合 していないかに見える。安楽死はいかなる場合にも公的に、す

なわち法的に基礎づけられることができないと言っているからである。結論を先取 りするなら

ば、この箇所はナチスの安楽死計画を追認する、その意味ではヒ トラーの法的思想内容 にきわ

めて近い箇所 と言 って も過言ではないのである。周知のように、シュミットは、政治の特質を

友 一敵関係のなかに見出 し、戦争を理想、綱領、規範性から基礎づけることは不可能とした。人

間が相互に殺 し合う現実を 「正当化」できるような、合理的目的、規範、綱領、「社会的理想」、

合法性などは存在 しないとシュミッ トは断言した。しかしそれに続けて彼は次のようにも言う。

 「殺人を正当化することがで きるのは、このような人間生命の物理的絶滅が、自己の実存形式

の存在を否定するものに対 して、自己の実存形式の存在を主張するために行われる場合に限る。

… ・ここで考えられているような存在的意味における敵が実際に存在する場合、必要であれば、

敵 を物理的に防ぎ、彼らと戦 うことは意味のあることであ り、しかも政治的に意味のあること

である」62>。

 ここに見 られるように、シュミットは、存在的意味からする戦争や殺害を積極的に肯定した酪〉。

「自己の実存形式の存在」とは、ここではナチスの存在 を言 う。シュミットによれば、民族共同
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体 としてのナチスの存在を否定するものがあれば、その否定者 を殺害することは可能である。こ

の否定者こそが敵であり、敵 とは他者 ・異質者のことである。そしてこの思考は、戦争 と同様、

倫理的規範や法律的規範によっては基礎づけられない 「安楽死」についても妥当する。ナチス

の安楽死計画の対象者は、ナチスが存在することそれ自体によって、彼 らが意識するかどうか

にかかわらず、否定 されるものである。彼 らはゲルマンの優秀な民族性 と健常性か らなるナチ

スの存在 とは異質な者、他者=敵 であ り、他者=敵 である以上、存在論的観点からの殺害、す

なわち 「安楽死」を施すことも許されるのである。

 シュミットの言う他者=敵 の具体像については 『政治的なものの概念』では明示 されていな

い。 しか しナチズム期の悲惨な体験 をくぐり抜けてきた人たちにとって他者=敵 とは、ユダヤ

人の絶滅やナチスの安楽死計画の対象 となった人たち、すなわちユダヤ人やシンテ ィ ・ロマ

(「ジプシー」)、混血児、遺伝性の疾患者、治療不可能な病者、そして精神障害者等々を指すこ

とは当然であろう。シュミットが 「ナチスに迎合 した」 という批判を避けるために、1933年 版

を絶版 にした理由の一端 もここにあると言えるのである。また 「アウシュヴィッッのあとで詩

を書 くことは野蛮である」と言った哲学者のア ドルノが、戦後、異質なものや他者をも包容す

る 「非同一性」の概念(『否定弁証法』1966年)を 提示 したのも、異質なものや他者を排除する

シュミットの 「同種性」の概念(『国家 ・運動 ・民族』1933年)に 対抗する意味 もあったであろ

う。ア ドルノは 『否定弁証法』のなかで、ハイデッガーの存在論 を批判 しているが、シュミッ

トの存在論的観点からする友 一敵概念は多分にハイデッガーの影響 を受けているのである硲。

 ところで、シュミッ トが政治問題を対象とする 『政治的なものの概念』のなかで、安楽死に

言及 したのは、旧来の規範主義的思考を克服 しようとするナチスの法改革を高 く評価するシュ

ミットが、ナチスの刑法改革の動向に刺激されたからでもある。上で も少 し触れたプロイセン

の司法大臣ハンス ・ケルルは、「ナチズムの刑法」と題する刑法改革草案(1933年)の なかで、

シュミットとは異な り、「安楽死」の合法化を主張し、「安楽死」は治癒不可能な患者 自身の意

思、それが不可能な場合 には家族の意思があれば処罰 されない と見な した。もちろん、ビンディ

ングが提案 したような医師2人 からなる国家の鑑定委員会の存在 を前提 としているし65)、安楽

死の明文化の必要性 も強調 している。いずれにせよ法律 に基づ く国家機関の命令であれば、安

楽死を 「合法」 としたのである。

 この ような案は、シュミットのような反規範主義的思考の持ち主に受容されないばかりか、障

害者が収容 されている病院、施設、療養所等に積極的に関与をし、奉仕活動を活発に行ってき

たカ トリック教会や社会福祉事業団などからも激 しい反対を受け頓挫することになる。一言で

言えば、安楽死はキリス ト教の隣人愛や 「汝殺すなかれ」といった道徳律 に反するからである。

また安楽死が実際に実行されるならば、公的な施設に入ることを患者や家族が恐れ、社会福祉

全体か ら見ても致命的な結果をもたらす恐れが生 じるからである的。

 結局ケルルの案は、1935年 に帝国司法大臣フランッ ・ギュル トナーを中心 とする刑法委員会
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によって正式に拒絶されることになる。その理由は、キリス ト教会からの反発だけではな く、安

楽死に対す る民意が成熟 していないこと、またこのような殺害は 「民族共同体」への攻撃 と見

なされること、さらに1933年7月14日 に断種を認めた遺伝病子孫予防法(以 下、「断種法」)が

制定されていたことによる。すなわち 「生 きるに値 しない生命の根絶」は、この法律によって

すでに実行 に移されており、安楽死はもはや問題 とはな りえないとされたのである67)。もっと

も、ヒ トラーの方は、このような刑法委員会の見解 とは裏腹に、この時代に安楽死の必要性を

側近の者に洩らしてお り、司法省とは対立 していたのである。

 ところで、ナチズム期の断種法の制定は、1929年 の世界恐慌 による経済の悪化、失業者の急

激な増大、それに伴う福祉予算の削減、とりわけ遺伝性障害者の経済的 コス トの削減などを背

景に、1932年 のプロイセン保健局の断種法案を端緒とする関〉。断種についてはすでに、アメリ

カ合衆国がその 「先進国」であり、ドイッも合衆国の断種法か ら学ぶ ところが大 きかったと言

われる。プロイセンの断種法案は、断種に対する医師の説明 と本人の同意を認めていたが、ヒ

トラーが政権を取ったために廃案 となり、1933年の断種法が国家 レベルで制定されたのである。

 断種の対象者は、遺伝病者 と重度のアルコール中毒者である。ここで言う遺伝病とは、次の

8つ を言うω)。

①先天性精神薄弱

②精神分裂病

③躁欝病

④遺伝性てんかん

⑤遺伝性舞踏病(ハ ンチン トン氏舞踏病)

⑥遺伝性の全盲

⑦遺伝性聾唖

⑧重度の遺伝性の身体奇形である。

 申請は断種対象者本人が行 うことを原則としていたが、本人にそのような行為能力がない場

合や禁治産者の宣告を受けている場合、また本人が18歳 に達 していない場合には、法定代理人

が後見裁判所の許可のもとに申請を行うことがで きた。断種に該当するかどうかの鑑定は区裁

判所に属す る遺伝健康裁判所が行った。本人の申請が原則 とはいえ、実質的には任意性のない

強制断種にほかならない。ちなみに、ナチズム期 を通して断種 させられた人たちの96パ ーセン

トまでが、精神薄弱、精神分裂病、てんかん、そ して躁馨病 という診断名によって不妊手術を

受けさせ られ、その多 くが女性であったのである70)。断種手術に対する拡大解釈 も行われたよ

うで、この診断名が真実かどうかは定かでない。断種法は、1945年 の終戦まで存続 したが、安

楽死が秘密裏 に認められる1939年 の9月1日 以降、事実上 「中止」された。1934年 の施行か ら

1945年 までに約40万 人の人たちがこの法律の犠牲 になったとされている71)。

 断種は生殖細胞を対象 としたが、安楽死計画への第2の 段階は胎児に向けられた。1933年 制
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定の断種法には妊娠中絶に対する条項は存在 しなかった。それゆえ、帝国指導医のゲルハル ト・

ヴァーグナーは、1934年 の党大会で、断種法が妊娠中絶に対 しても適用 されるようヒトラーに

働 きかけたのである。ヴァーグナーは1934年9月13日 に民族保健局関連の諸機関に、遺伝病の

妊婦、および遺伝病の男性によって妊娠させられた、遺伝的には健康な女性に対する妊娠中絶

が行われるべ き旨の回状 を送付 した。この時点では妊娠 中絶についての法律的な根拠づ けが

存在せず、優生学的理由か ら妊娠中絶を行 う医師が処罰の対象になることをヴァーグナーも承

知 していた72>。それにもかかわらず、彼は妊娠中絶を公的機関に奨励 したのである。その理由

は、プラントとブーラーに与えられたのと同様な、ヒトラーの承認があったからである。ヴァー

グナーは内務省への書簡で次のように述べている。

 「総統閣下[ヒ トラー]は 私に文字 どお り次のように申されました。総統閣下が最高の裁判長

であ り、いかなる医師 も処罰されないであろう。・… なぜならば ドイツ民族の福祉 は条項を越

えて存在するからだ、 と」73)。

 内務省はこのようなヒトラーの後ろ盾を得たヴァーグナーの見解 に疑念 を抱きつつ も、結局、

1935年6月26日 に制定された断種法の修正法のなかに、妊娠中絶を容認する条項を導入したの

である。但 し、妊娠中絶の対象を遺伝病の女性とし、遺伝病の男性 によって妊娠させ られた女

性 については対象外 とした。婚姻外の妊娠の場合には父子関係の鑑定が容易ではなかったから

である。ともあれ、安楽死計画への第1段 階が生殖細胞への攻撃とすれば、第2段 階は胎児へ

の攻撃と言ってよいだろう。そ して第3の 段階が人間の生命それ自体への攻撃である74)。前2

者の場合には法制化 されたが、安楽死については法制化されることは全 くなかった。このあた

りの経緯を以下で検討 してみよう。

皿. 「安楽死」の法制化をめぐって  司法省 と総統官房

皿一1.司 法省の対応

 安楽死法が成立 しなかった経緯をめ ぐっては、ナチス幹部内部の様 々な人聞模様、官庁間同

士の確執、ヒトラーと官庁間との距離等の問題を分析する必要があるが、ここでは紙幅の関係

もあり、時代的推移のみを記 しておこう。

 ナチスが政権を取 り、独裁体制に移行 したとはいえ、ナチズム期 においても法律 に基づ く統

治が行われていたことはよく知 られている。もちろん、1933年3月24日 に成立 したいわゆる「全

権委任法」によって、ヒ トラーの権限が強化 され、ヴァイマル期の法律の多 くは骨抜 きにされ
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てゆく75)。また法律 を立案する際には、ヒトラーの意向が大きく作用 し、法律の制定はナチス

党大会での満場一致が原則 となっていた。しか し断種法、あるいは1935年 制定の 「ニュル ンベ

ルク法」に代表 されるように、断種の執行 もユダヤ人の抑圧も法律なしには不可能であった。そ

の意味で、安楽死計画の蚊帳の外 に置かれていた司法省が、施設に収容された精神障害者の殺

害 を聞き知 った とすれば、当局に抗議するのも当然であろう。司法省 と当局、とくにナチス党

内部の総統官房 との確執はここから始まるのである。

 T4作 戦に直接関与 しなかった司法省が、殺害された施設収容者の遺産相続 をめ ぐる問題や後

見裁判所に届 く精神障害者の死亡証明書などによって、作戦に翻弄されたことは、検察官や後

見裁判所裁判官からの数々の報告書で明らかである。とくに司法省が不信を募 らせた決定的な

できごとは、1940年7月9日 に司法省に届けられた司法大臣ギュル トナー宛の 「政府高官N」 な

る人物の匿名の手紙 と、ブランデンブルクの区裁判所の後見裁判所裁判官L・ クレイシヒの報

告書であった76)。前者はヴュルテムベルクの施設に収容されている精神分裂病患者の父親が殺

害の事実を知 り、自分の息子が犠牲になれば、刑事告訴をし、犯行を外国のあらゆる新聞に公

表するとい う内容である。後者は、ここ2か 月来、禁治産者である施設収容者がハル トハイム

に送られ、家族、法定代理人、後見裁判所の関与することなしに、また訴訟手続 きの保証や法

律の根拠づけなしに殺害 されているという報告である。とくにクレイシヒはその後 も法的根拠

な しに殺害 されている施設収容者を憂慮 し、司法省に対 して同省がこのような事実を調査する

よう執拗に要請するのである。

 もちろん、司法省 も司法大臣ギュル トナーの命令で、殺害に関する資料 を集めるべ く動 き出

す。とくにギュル トナーは、T4作 戦についての最初の包括的な報告を、内国伝道中央委員会の

副議長で、ホフヌングス タールの施設長P・G・ ブラウネ牧師より受け取った。ブラウネ牧師に

よれば、報告の際のギュル トナーの驚きは、施設収容者殺害の計画、組織、そして範囲につい

て司法大臣である彼に何ひとつ知らされていなかったという点にある77)。このような無知は司

法大臣にとっては致命的なことであり、またプライ ドを傷つけられることで もあった。それゆ

え、ギュル トナーはこの報告を受けたあ と、T4作 戦を規制する決意を新たにするのである。

 ギュル トナーのT4作 戦 を規制するための決意 はいくつかの行動になって現れた。なかで も、

1940年7月23Elの 帝国官房長ハンス・ラムメルスとの会談は重要である。ラムメルスは国家官

庁 とヒトラーとの連絡役であ り、官庁間の調整を任務とする。ギュル トナーは 「T4作戦を中止

するか」、もしくは 「安楽死の法制化を進めるか」のいずれかしかないと考え、会談に望んだの

である。ラムメルスはこの会談でギュル トナーに情報を提供 した。この情報 によって初めて、総

統官房のブーラーにT4作 戦が委ねられていることをギュル トナーは知るのである。またラムメ

ルスは、ヒ トラーが法律の制定を拒絶 していることを伝えると同時に、司法省 に届けられた殺

害に関する報告書や陳情書の複写の送付をギュル トナーに要請 した。殺害の事実が どこまで一

般民衆に認識 されたのかを知 り、ヒトラーに報告するためである。ギュル トナーは、翌日早速、
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クレイシヒの報告書など5通 の証拠資料をラムメルスに送付 した。ギュル トナーはその際、ヒ

トラーが安楽死法の制定に反対 している以上、殺害を中止する以外に道はないこと、と同時に

数々の陳情書に対する決定 も、司法省がヒトラーの正式命令 に対する認識 をなしえていない以

上、実際には不可能であることをラムメルスに訴えたのである78)。このギュル トナーに代表さ

れるジレンマが、最終的には司法省をして、安楽死法の制定にも、殺害の阻止にも効力を発揮

させえない悲劇的な結果をもたらすことになるのである。

 一方、勇気をもってT4計 画の残忍性 を訴えたクレイシヒは、報告書を送付 したあとすぐに、

国務長官ローラン ト・フライスラーによって司法省に呼び出された。この会談で、フライスラー

は、クレイシヒと同様に、T4作 戦の法的規制を支持し、法律 に基づかない殺害がどのような困

難な結果に陥るかを指摘 したのである。フライスラーという司法省の強い支持者を得 たクレイ

シヒは、司法雀 と総統官房との確執を感知し、ただちに総統官房のブーラーを殺人のかどでポ

ツダムの検察庁に告発する。しかし検察庁からの回答は届かず、この告発は失敗に終わる。次

にクレイシヒは、後見裁判所裁判官 として、自らの管轄区域にある施設収容者の他施設への移

送を認めない指示を与えるが、これも施設長が総統官房の事務局長ブラックに通報 したために、

指示の撤回がブランデンブルク州知事より届けられるのである。表向 きの理由は、彼の行動が

帝国の安全を脅かす というものであった79)。

 このような抵抗の問に、クLイ シヒは、T4作 戦に批判的 と思われていたギュル トナーに呼び

出され、次のような勧告を受けることになる。すなわち、殺害の根底 にはヒトラーの命令があ

り、施設への指示を撤回しなければな らないこと、もしヒ トラーの意思を 「法源」あるいは 「法

の根拠」 として承認 しないならば、裁判官職を取 り上げることである。ここで重要なことは、

ギュル トナーが1939年9月1日 の日付のあるプラントとブーラーに宛てられた安楽死の委任文

書の複写をクレイシヒに示 したことである。ギュル トナーはクレイシヒと会談する以前に何度

か、総統官房のブーラーに会い、最終的には1940年8月27日 にヒトラーの委任文書をブーラー

から示され、その複写を受け取っていたのである80>。したがって、ギュル トナーの態度は、こ

のヒ トラーの委任文書を自分の目で確認することによって、急激に変化 したと思われるのであ

る。

 ギュル トナーはそれ以後、安楽死法が存在 しなくても、殺害を可能 と見なす ようになる。こ

れはナチス幹部間の相互不信を示す と同時に、ヒ トラーにのみ忠誠を誓い、ヒ トラーに取 り入

ろうとするナチス幹部の精神構造の一断面を示すものである。クレイシヒはその後、ヒトラー

の委任文書に法的妥当性 を認めなかったために、勧告 どおり裁判官を免職 させ られることにな

る。
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皿一2. 「安楽死」 法案

 ヒトラーが反対 し続けたナチスの安楽死法案について もここで触れておこう。先 にも見たよ

うに、1939年 の安楽死計画が開始 されるまで、法律上、「生 きるに値 しない生命の根絶」は明文

化 されてはいなかった。 もし実際に安楽死 を施す とすれば、減刑 される可能性はあるにせよ、

「故意の殺人」として刑罰の対象になったはずである8i)。いくつかのグループや個人が安楽死の

法案作成 に乗 り出しているが、これもこのような疑念や不安を払拭するためである。

 1935年 にケルルの法案を拒絶 した司法省の刑法委員会 も、「医療上の要求に応 じた殺害」の訴

追免責を保証する必要性から、1939年8月11日 には死の幕助 と「生きるに値 しない生命の根絶」

とを関連づけた法案を準備 している。また帝国官房のラムメルスも、安楽死計画の過程で個人

的に安楽死法案を準備 した。なかでも注 目に値するのは、T4作 戦に直接関わった総統官房およ

び内務省の側から提示された法案である。この法案への動きは、1940年 初頭のT4作 戦が開始さ

れる頃よりすでに存在 した。

 彼らが安楽死法の制定を必要とした具体的理由として、(1)ヒ トラーのプラントとブーラーへ

の委任文書が公的なものではなかったことへのT4作 戦の関係者から出された疑念、(2)殺 害に

関係する精神科医に対する無罪の保証、(3)殺害可能な病名の明確化への彼 ら精神科医の要求、

さらに(4)殺 害を聞 き知った司法省やその関連機関、あるいは州当局からの非難に対する防衛

策等が挙げられる82)。とくに 「法的根拠」と同等に見なされた、1939年9月1日 のヒ トラーの

委任文書は私用の便箋に書かれたものであり、ヒ トラーの官職名である 「総統 ・宰相」の署名

や関係大臣の副署もなく、混乱をまねくもとになったのである。T4作 戦の関係者が、この よう

な法案作成に動いたこと自体が、彼らの罪責意識、あるいは良心の呵責の一端を示 していると

も言えよう。

 法案作成の中心になったのは、総統官房のハンス ・へ一フェルマンと内務省のリンデンであ

る。彼らは、刑法委員会の安楽死法案を下敷 きに、新たな法案作成を行った。ヘーフェルマン

とリンデンが作成 した法案のタイ トルは「生きる能力のない者のための死の幣助法」(Gesetz�er

die Sterbehilfe f� Lebensunf臧ige)と いうもので、この法案は、原案 として、総統官房のブラッ

クを通 してナチス党の法律家、当該医師、施設長等に送付され、議論の対象にされてゆく。こ

こでは議論の経過については省略するが、秘密警察長で親衛隊の保安諜報部部長ハイ ドリヒが

議論に介入 し、安楽死を認める法律 と、社会的に逸脱 した少数者を規制する法律 とを結びつけ

る 「生 きる能力のない者および共同体にとって異質な者のための死の幕助法」(Gesetz�er die

Sterbehilfe f� Lebensunf臧ige und Gemeinschaftsfremde)を 提起 したことは、特筆に値 しよう。こ

れはナチス民族共同体の敵が何であるのかを的確に表現 した法案名であ り、後にアウシュヴィッ

ツ等で実施 されるユダヤ人の殺害に対 しても、彼 ら関係者が法の妥当性の必要性を認識 してい

たことが窺い知れるのである。
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 い ず れ にせ よ 、法 案 は民 族 衛 生 学 者 レ ンツ の協 力 を得 て 、 また レ ン ッの 見 解 に従 い 、最 終 的

に は1940年 の 秋 に 「治 癒 不 可 能 な病 人 に対 す る 死 の 幣 助 につ い て の 法 律 」(Gesetz�er die

Sterbehilfe bei unheilbaren Kranken)と い うタ イ トル に落 ち 着 い た83>。こ の 法 案 は6つ の 条 項 か ら

成 り、 と くに ビ ンデ ィ ン グの 提 案 や ケ ル ル の 刑 法改 革 案 に も類 似 した最 初 の2条 は次 の よ うに

な って い る。

 第1条:「 治癒 不 可 能 な(自 分 に と っ て も第3者 に と って も きわ め て 苦 痛 で あ り、確 実 に死 に

向 か い つ つ あ る)病 気 に悩 む 者 は、 自 ら の 明確 な意 思 に基 づ い て 、特 定 の 権 限 を与 え られ た 医

師 の 許 可 の も とに 、 医 師 に よる 死 の 常 助 を受 け る こ とが で き る」。

 第2条:「 治癒不可能な精神病のゆえに、長きにわたって拘留の必要のある病人の生命は、医

師の措置によって、本人が知覚できない形で終わらせることができる」(傍 点筆者)84)。

 残る4つ は 「安楽死」の手続 きに関する事柄である。その主な内容は、(1)死 の常助の対象と

なる病人の報告は、管区ない し施設の医師によって行われること、(2)病 人の鑑定はとくに権限

を委ねられた管区の医師 と2人 の精神科医からなる 「鑑定人委員会」 によってなされること、

(3)こ の委員会は法律の執行のために設置 された「帝国全権受任者」によって召集 されうること、

(4)こ の広範な権限を与えられた特別全権受任者は、鑑定入委員会によって提出された鑑定書に

基づ き、死の幣助への動議を決定できること、(5)全権受任者は死の常助を行 う医師を指名する

ことができること、そして(6)指 名 された医師が鑑定人委員会の意見 と一致 しない ときは、そ

の詳 しい理由を書いた上で、他 の鑑定人委員会による新たな鑑定手続 きを申請することがで き

ること等である85)。

 以上の法案の特徴は、精神病患者の自己決定を全 く認めていない こと、および安楽死の執行

機関の分権化ということである86)。前者については、ナチスが精神障害者をどのように見てい

たのかがこれによってはっきりとわかるだろう。ナチズム期のこれ以外の安楽死法案について

も管見する限 り、精神障害者の意思を認めようとする法案 を筆者は知 らない。後者については、

この法案 に基づ く手続 きが、T4作 戦のような、総統官房 という中央統制機関の統率の もとに直

線的に行われた安楽死の執行手続 きとは異なっていることが見て取れよう。中央統制機関の統

制を保持 しつつ も、それぞれの管区ごとで死の常助が可能 となる執行手続 きになっている。秘

密裏に行 う必要のない ことが、このような 「分権化」をもたらした1つ の大 きな要因であろう。

 とはいえ、この法案は1940年 秋、法案が完成 した直後にヒ トラーによって拒絶された。これ

は、戦争遂行上、安楽死法に反対する内外の敵を作ることを好 ましくない と考えた ヒトラーの

判断による。 しか し、戦争が終結 した時点で、ヒトラーは 「違法な作戦」 という非難に反駁す

るためにも、安楽死法を制定 しようと考えており、すでにヒ トラーによってこの法案には 「署
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名」がなされていた87)。結局、ナチス ・ドイッが崩壊 したために、「安楽死法」は 日の 目を見る

ことはなかったが、もし 「安楽死法」が制定されていれば、殺害される者の数はかな り減少 し

ていたであろう。「法律なき大量殺鐵」、これがナチス ・ドイツの 「安楽死」計画の実態であっ

た。安楽死法は、ナチス国家の存立を外面的に正当化するためのいわば 「隠れ蓑」 として要請

されたのである。しかし、もはや現実を法律で規制するには、現実と法律の乖離はあまりにも

大 きかった。1943年 ・44年に公刊された」・v・オルスハウゼン編集の ドイツ帝国刑法のコンメ

ンタール12版 には次のように記されている88)。

 「生 きるに値 しない生命の根絶のいまひとつの様式、たとえば治癒不可能な痴呆患者の殺害は、

立法による修正 によってのみ、初めて無罪になりうる」と。

 この文章は、ナチス国家が 「大権国家」 と 「規範国家」からなる 「二重国家」 (E・フランケ

ル)で あることを端的に示 している。すなわち、ナチス国家は、いかなる法 によってもチェック

されない無制限な専制 と暴力を行使 しうる統治システムであると同時に、制定法 に基づ く行政

執行や裁判所の判決に見 られるような、法秩序を守るための権限を与えられた行政体の性格を

合わせ もつ国家なのである89)。言い換えれば、「カリスマ的支配」 と 「合法的 ・官僚制的支配」

(ヴェーバー)の 形態を統合 した国家なのである。このことは、ヒトラーを頂点 とする、党や国

家および地方行政機構の実に細かな組織図を見れば明らかである。クレーが図式化 しているよ

うにgo)、 T4作 戦の実行組織についても、管轄部署や管轄権限は明確に定められていた。上でも

触れたように、命令系統は上から下へという直線型になっている。これは秘密が他の部署に漏

れないために取 られた対応策 と言える。また総統官房と司法省の確執は、官僚制的支配の病理

的側面(eセ クショナリズム)を 露呈 した ものにほかならない。

 このように、ヒトラーの独裁権力は、行政幹部や行政スタッフ、そして官僚制的な強固な組

織の存在なくしては機能 しなかった。T4作 戦の場合、「大権国家」の要素が 「規範国家」の要素

に、また 「カリスマ的支配」の要素が 「合法的 ・官僚制的支配」の要素に優位 したということ

ができよう。そ してどちらの 「国家」形態 ・「支配」形態が優位するのかは、ヒ トラーの命令権

限および命令の内容に依拠 していた。「安楽死法」の制定にあれほど熱心であった総統官房や内

務省、そして司法省の行政スタッフたちが、ヒ トラーの反対で制定の実行 をい とも簡単に放棄

したことは、ヒ トラーへの従順 ・忠誠(Treue)の 強さを示すと同時に、権威や権力に弱い、そ

の意味では自主性のないナチス幹部の内面性を露呈 していると言えるだろう。自主性のないと

ころに、自己決定の尊重など生まれようはずはないのである。
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結びにかえて わが国の安楽死事件との関連で

 以上、ナチス 「安楽死」計画の実態を、その前史をも射程に入れて論究 してきた。総括的に

言えば、安楽死計画はナチズム期に突如 として登場 したものではな く、19世 紀末から20世 紀初

頭にかけての ドイツ優生学(e民 族衛生学)の 興隆、第1次 世界大戦における負傷兵の増大と

病院のベ ッド数の確保、1920年 代か らの人類遺伝学者の遺伝子研究の要請、ナチスの勃興とヒ

トラー 『わが闘争』の出版、人類遺伝学者とナチスとの利害の一致、1929年 の世界恐慌 に伴う

経済的打撃、そして第2次 世界大戦での経済効率優位の思想 と優生学上の要請などが複合的に

作用 して登場 したものである。具体的には、1933年 の断種法の制定 、1934年 の妊娠中絶の承認 、

そ して1939年 の安楽死計画へ とエスカレー トしてゆ くなかで 「生 きるに値 しない生命の根絶」

が行われたのである。それは同時に 「生殖細胞」から 「胎児」、そ して 「人間」そのものへの攻

撃という過程(丸 山真男の言葉を借 りれば 「既成事実への屈服」過程)で もある。またアウシュ

ヴィッッ等で行われたユダヤ人の大虐殺 と異なる大きな点は、ヒトラーがその優秀性を賞賛 し

た民族同胞に対 して殺害がなされた という点である。これは、ヒトラーの言説の大いなる矛盾

として指摘 してお くべ き、最重要事項の1つ であろう。

 もちろん効率的な側面や優生学的な側面ばか りでなく、純粋に治癒不可能な病で二苦しむ患者

を助けようとした、いわば 「善意」からの安楽死の要請があったことも事実である。しか し、T4

作戦を推進する人たちが、「安楽死」あるいは 「恩寵の死」の名のもとに、殺害を秘密裏に行わ

なければならなかったところに、計画の欺;r…,性が存在する。安楽死法案の論議の際に、治癒不

可能な患者に対する 「救済」(Erl6sung)と いう言葉を法案に盛 り込 もうとした小児科医エルン

ス ト・ヴェンツラーの案に対 して、レンッが 「救済」 とい う言葉はキ リス ト教に由来する概念

であ り、キリス ト教界からの反発を招 く恐れがあるとしてこれを拒絶 したことは、事態の一端

を示 している91)。また安楽死法案そのものについても、患者の同意を尊重 しない内容になって

お り、その非人道性は明らかである。そのような意味で、ナチスの安楽死問題を現代のわが国

のそれ と直接的に関連づけることはできないだろう。

 しか し、この2つ の問題が全 く異質か と言えば、決 してそうではない。たとえば、ナチスの

安楽死計画を、1995年3月 に横浜地裁で判決が下された東海大学付属病院安楽死事件や、判決

の翌年に生 じた京北病院安楽死事件 と比較してみると、次の2つ の点で類似性が存在するので

ある。それは(1)「 安楽死」を施 した事実を隠蔽 しようとする精神、(2)意 思決定できない人

たちに対する 「安楽死」行為という2点 である。東海大学付属病院安楽死事件と京北病院安楽

死事件については別のところで論 じておいたので、詳細はそちらに譲る92)。ここでは医療環境

がナチズム期 と今 日では全 く異なるとい うことを前提 とした上で、この2点 の類似性にコメン

トしておこう。

 まず(1)に ついて。東海大学付属病院安楽死事件 も京北病院安楽死事件 も事件が公けになる
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までに1ヶ 月ほどかかった。これはチーム医療 とは言いながらも、治療が密室で、また担当医

の独断で行われたことの証左であり、事実を隠 し続けようとする当事者の精神状態を示 してい

る。京北病院事件については事件が明るみになってからも、院長(当 時)の コメントの内容が

変わるということがときに見 られた。また 「安楽死」を施す際、筋弛緩剤 を注射ではな く点滴

にしたために、何滴 目で患者が死亡したのかが十分に診療録からは伝わってこないとされた。京

都地検は、1997年12月12日 に、殺人容疑で書類送検されていたこの院長 を嫌疑不十分で不起

訴処分にした93>。

 東海大学付属病院事件での横浜地裁の判決が言うような 「積極的安楽死」   その要件を

要約すれば、①死が回避不可能で、死期が切迫 していること、②耐え難い肉体的苦痛があるこ

と、③医療上の代替手段がないこと、④患者の明確な意思表示があること  が可能であると

するならば、「治療の透明性」は最優先されるべ きだろう。また医療関係者だけではな く、家族

をも含めた第三者の立ち会いということも必要になって くるだろう。ナチスの安楽死計画では、

患者の鑑定に立ち会い、殺害を施 したのは医師ないし医療関係者だけであ り、家族 も後見人も

裁判官 も全 く感知していなかった。われわれが歴史的教訓とすべきはこの点である。

 (2)に ついて。これは患者の人権、とりわけ患者の自己決定権の問題である。横浜地裁の判

決のみならず、現代のインフォーム ド・コンセントの法理からも明らかなように、治療や手術、

あるいは治験の違法性阻却の最大の要件は、患者本人の意思 ということである。従来のわが国

では、江戸時代以来の家制度や儒教精神の伝統のためか、法令では家族の意思が尊重される傾

向にあった。旧来の角膜 ・腎臓移植法や現行の献体および解剖に関する法律 などにもこの傾向

が見 られる94)。横浜地裁判決において本人の意思が強調 されたことは、その意味で画期的なこ

とである。また1997年10月 に施行された 「臓器移植法」において本人の意思が最優先されたこ

とも、わが国の法制史上、特筆すべきことなのである。

 しかし、本人の意思や自己決定権の行使も、明確な意思表示のできる人、言い換えれば、近

代啓蒙以来の 「理性人」(コ 「合理的な判断能力の保持者」)を前提 としている。1789年 のフラ

ンス市民革命の成果である 「人権宣言」も、教養 と財産を保持する市民が念頭に置かれていた。

ちなみにヴェーバーは、この啓蒙期の理性信仰を 「理性のカリスマ的な聖化」と形容 し、「理性」

の意義 をことさらに強調 している。ともあれ、意識のない人や、意識があっても自分の意思 を

十分に表現で きない人についてはどう考えればよいのか。このような疑問が当然に出てくるの

である。

 周知のように、わが国の民法では、親や後見人などの法定代理人がこのような人たちの代わ

りとなって法的手続 きを取ることになっているが、こと生命の問題に関しては容易に解決でき

ない側面をもっている。たとえば子供の場合、意思表示がで きるのは何歳からか、また精神障

害者の場合、その意思はどこまで認められるべ きなのか、さらに交通事故によって瀕死の状態

になった人の意思はどうなのか といった問題が残されているのである95)0と くに親権 に服 して
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いる子供の場合には判断能力に個人差があ り、一義的な解決策がないのが現状である。しか し、

意思表明の十分にできない人については、「積極的安楽死」を施すことが全 くできない と結論づ

けることはできよう。わが国の安楽死事件については、本人の明確な意思を確認せずに 「安楽

死」を施 したことが問題にされた。ナチスの安楽死計画の場合には本人の意思はもちろん、家

族の意思をも無視 して 「安楽死」が施された。両者に共通なことは、意思表明の十分にできな

い人たちに安楽死を施 した事実である。

 それでは、本人の意思表示あるいは自己決定があれば安楽死を施すことが可能なのだろうか。

医療の社会問題を研究 している市野川容孝は、1941年 に作 られた安楽死のためのナチスのプロ

パガンダ映画 「私は訴える」("lch klage an")を 引き合いに出しながら次のように述べる。

 「fあなたの知 らないハナ、耳 も聞こえず、話もで きず、白痴になったハナでは絶対 にいや』と

いう自己決定は、耳も聞こえず、話 もできず、白痴になった人びとの殺害の正当化へ とおそら

くは容易 に転化 しえたし、また、そうした正当化なしには、ほぼすべての精神医療関係者が・…

その殺害に直接、間接に手 をかすという事態は不可能だったに違いない」%)。

 このハナとは、多発性硬化症に冒された映画の主人公の女性である。意識があ り、自己決定

能力 も十分にあるハナが安楽死を望み、実際にも行われるというのが この映画の筋書きである。

市野川はここで、「自己決定」の名のもとに、身体障害者や精神障害者、あるいは自己決定能力

のない者が、無意識のうちに抑圧されているのではないかという問題提起をする。そこには健

康を善 とし、病気 を悪 とする画一的な意識に対する批判も当然に込められている。たしかに自

己決定権は、現代の医療 において最大限に尊重されるべ き人権の1つ である。それは長い間存

在 してきたパターナリスティックな医師=患 者関係を修正するものとして大 きな意義をもつも

のである。しかし、われわれは、自己決定権 を強調するだけではなく、自己決定によって否定

される事柄 についても十分に認識する必要があるだろう。このプロパガンダ映画でも明 らかに

なったように、ナチスの時代 には、遺伝性疾患や治癒不可能な身体的および精神的病が まさに

この 「否定 される事柄」であり、ナチスはそれ らをいとも簡単に根絶 しようとしたのである。ま

た自己決定を強調するあまり、自己決定能力のない者を 「人格」(person)と は見なさない、英

米圏の 「バイオエシックス」のなかに潜む思考についても、われわれは点検 してゆ く必要があ

るだろう97>。その意味で、市野川の問題提起は今後に残された重い課題なのである。

 ナチズム期 は 「健康が義務」の時代であった。この義務に反する者たちを容易に排除 しよう

としたのがナチスの 「安楽死」計画にほかならない。 しかし筆者は現代 に対 して、この 「安楽

死」計画を反面教師としながら、また米本昌平の巧みな言葉 に倣いなが ら、次のように言って

おきたい。「この高齢化の時代、慢性疾患の時代、遺伝性疾患の発見できる時代においてこそ、

『病気 と共生する権利』をも、基本的人権のなかに入れてお くべ きである」 と98>。
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